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　当別大通道路改良工

事に伴い、１０月２０日（予

定）から既設の当別橋

の前後を含む道道岩見

沢石狩線の一部が通行

止めとなり、主交通が

当別大通へと切り替わ

るので、通行の際はお

気を付けください。
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�����　満６０歳までの保健師

　の資格を有する方

�����　1名

�����　１1月１日から平成１９

　年３月３１日まで

�����　週１４時間３０分以内

　始業８時４５分、終業１７時１５分

����　町総合保健福祉センター

　「ゆとろ」

�����　健康相談・家庭訪問

���　月額８５,３５０円

�����　・本人の住民票

　・履歴書・免許書の写し

�����　１０月２５日（水）

�������住民生活課国保年

　金係（�23－2467）

　江別市立病院に併設されていた江別市夜間急病センターが、10月1日より

���������	�����
���	右図参照�に移ります。

　移転後の「江別市夜間急病センター」は、現在と同じ午後7時から翌朝の

午前7時まで毎日診療します。

　診療内容は、内科・小児科の基本的な応急処置（外来対応で治療できる

一次救急の範囲）です。薬は治療に必要な最小日数分の処方に限られるた

め、症状が改善されない場合は、日中にかかりつけの病院、医院などに再度

受診することをおすすめします。

　体の不調を感じたり日中から急な症状が出た時には、できるだけ早く日

中に受診するように心がけましょう。

　肺炎、心筋梗塞など高度な検査や入院治療が必要な重症の場合(二次救急)は、

これに対応できる医療機関で診療を受けていただくことになります。
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（24時間情報を得ることができます）

・フリーダイヤル　　　　�0120－20－8699

・携帯電話・ＰＨＳから　�011－221－8699

���　福祉課保健サービス係（ゆとろ内・�23－2346）

��������	
������

�������
���������	
�

2番通

学園通

市役所

国道12号

保健所 シルバー人材センター

総合社会
福祉センター 6
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谷藤病院

高砂駅

至 岩見沢至 札幌

江別役所市錦町別館
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　町税などは、町民が住み良いま

ち「美しいまちづくり」を進める

ための貴重な自主財源です。

　納税に対する意識に欠けたり、

正当な理由がなく納税に応じない

滞納者に対しては、預貯金や給与

の差押を執行します。

　ただし、失業や病気などの事情

で納期内に納められない方、完納

が難しい場合はご相談ください。

　また、毎月第2・第4木曜日に開

設している夜間納税相談窓口もご

利用ください。

����　納税課納税係

　（�２３－2341）
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　水道メータから蛇口側の「給水

装置」（水道管、給水栓(元栓)など）

は、個人（アパートなどにおいて

は大家さん）の所有物になります。

　気を付けて点検、管理をしま

しょう。

　「給水装置」の新設、改造または

修繕などを行う時は、個人の負担

により、町の指定する給水装置工

事事業者に依頼することになりま

すのでご理解をお願いします。
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�上下水道課業務係・水道技術係

　（�２２－２４１１）

　障害者用補装具、日常生活用具の

自己負担額が10月から変わりまし

た。

　これまでは前年度所得税額で自己

負担額を算出していましたが、これ

からは所得にかかわらず原則１割負

担になります。

　負担が重くならないよう所得に応

じて上限が決められています。

※障害者本人又は世帯員のいずれか

のうち町民税所得割額の最多納税者

の納税額が５０万円以上の時は、補装

具の支給対象となりません。
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上限額
（月額）対象者

０円
負担なし　生活保護世帯の人

15,000円①町民税非課税世帯で年収
　が８０万円以下の世帯

24,600円②町民税非課税で①に該当
　しない世帯

37,200円　町民税課税世帯
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　北海道医療

大学総合図書

館では平成10

年6月 か ら 生

命をテーマに

図書を紹介し

ております。

　このコーナーは利用者数が多

く、年々蔵書が増え充実しており

ます。

　この度、大学との提携により、

このコーナーから「癒し」と「生

活習慣病」の分野について本町の

公民館、西当別コミュニティーセ

ンターの各図書室で貸出していま

すのでご利用ください。
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　町教委社会教育課

（「総合体育館」内・�２2－3834）

　北海道内で事業を営む使用者及び

その事業場で働くすべての労働者

（臨時、パートタイマー、アルバイ

トなどを含む）に適用されます。

������（時間額）�����

������　10月1日

���　北海道労働局

　　　　（�011－709－2311）
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・４歳児　６０名　平成１４年４月２日～

平成１５年４月１日生誕の子

・５歳児　１８名　平成１３年４月２日～

平成１４年４月１日生誕の子

����当別幼稚園・西当別コミセン

　１０月３０日（月）～１１月１０日（金）

　９時～１５時

������

　１１月１３日（月）までに当別幼稚園

に入園願書を提出してください。

������当別幼稚園

����　１１月２４日（金）

　当別地区　午後1時～2時３０分

　西当別地区　午後2時３０分～3時３０分

����　４,０００円

▼���　８,９００円（月額）

����

　当別幼稚園（�23－2567）

　町教委学校教育係（�23－2689）

���　福祉課障がいサービス係

　　　　（ゆとろ内・�２３－３０１９）



��������� 15

�������
����������

�� ��

���

　「子どものこころを育てる」

　～今、子育てに大切なこと～

���　石狩市子ども室こども相

　談センター　市川啓子センター長

����10月31日（火）

　午前10時30分～11時30分　

　（開場10時）

����ゆとろ

����0歳～就学前の子どもの親

����10月26日（木）

※託児希望の方はご連絡ください。

������　　

　子育て推進課子育て支援係

　（｢ゆとろ｣内・ �２5－2658）
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　町教委は「美しいことば（日本

語）を考える会」と共催で町民自

主企画講座を開催します。

���　札幌話しことばの会

　　　　古宮　邦男　氏

����　

第1回　10月7日(土）

～やさしいことば・まちがいことば～ 

第2回　10月28日(土)

～日本の昔話ことば～

第3回　11月11日(土)

～百人一首・短歌ことば～

���　午後1時30分～3時30分

����白樺コミュニティーセンター

����　無料

����幼児から参加可

　※参加希望の方は事前に電話　

　　でお申し込みください。

������　町教委社会教育課

（総合体育館内・�２2－3834）
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　人権啓発フェスティバルが開催

されます。楽しい内容が盛りだく

さんです。ご家族そろってご参加

ください。

����１１月３日（金、祝）４日（土）

　　　　午前１０時～午後４時３０分

���　

　かでる２・７（道民活動センター）

　（札幌市中央区北２西７）

　札幌メディアパーク・スピカ

　（札幌市中央区北１西８）

���　

・３日　講演会（講師：住田裕子弁護

士）、コンサート（中井貴恵・遠音）

・４日　落語会（桂三枝ほか）、歌

とおどりのステージ（テツ&トモ）

・両日　「ジョン・レノン」アート

ギャラリー展、特設人権相談所

����同実行委員会（石狩支庁内）

(�011－231－4111・内34－361）
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　月形刑務所では施設見学会を実

施します。この機会に参加してみ

ませんか。

����所内一部の見学、施設の概

　要説明、作業製品の展示即売など

���　

　10月15日（日）10時～12時

���　樺戸郡月形町１０１１番地

※見学者は職員駐車場を利用でき

　ます。

���　月形刑務所　

　　　　（�0126－53－3060）

　この制度は、建設現場で働く方々

のために、「中小企業退職金共済法」

という法律により国がつくった退職

金制度です。

　事業主の方々は、現場で働く労働

者の共済手帳に働いた日数に応じて

掛金となる共済用紙を貼り、その労

働者が建設業界で働くことをやめた

ときに退職金を支払うという、業界

全体での退職金制度です。

　制度の対象となる方はご利用くだ

さい。
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　・国の制度なので安全、確実、申

　　込手続きは簡単です

　・経営事項審査で加点評価の対象

　　となります。

　・掛金の一部を国が助成します。

　・掛金は事業主負担となりますが、

　　法人は損金、個人では必要経費

　　として扱われるので、非課税と

　　なります。

　・事業主が変わっても退職金は企

　　業間を通算して計算されます。

�������　建設業を営む事業主

����　建設業の現場で働く方

���　日額310円
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　建設業退職金共済事業北海道支部

　　（�011－261－6186)

　ホームページ

http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.

jp/
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